
三
代
の
公
使
庫
に
つ
い
て
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1
地
方
財
政
の
研
究
1

佐

伯

3出It
田

〔
要
約
】
　
怖
面
地
方
官
の
機
密
費
を
公
使
銭
と
い
う
。
こ
れ
を
貯
蔵
し
て
お
く
倉
庫
が
公
使
庫
で
あ
る
。
公
使
銭
は
衙
門
の
修
理
、
そ
の
他
地
方
政
治
の

運
営
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
主
な
る
鼠
的
は
外
国
使
臣
、
通
過
官
吏
の
接
待
、
軍
隊
の
縞
賞
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
中
央
政
府
の
財
政
が
困
窮

す
る
と
、
公
使
銭
は
中
央
に
引
揚
げ
ら
れ
、
ま
た
官
僚
の
個
人
的
な
上
司
へ
の
贈
遺
、
宴
会
費
に
流
用
さ
れ
、
そ
の
本
来
の
葭
的
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
。
特

に
公
使
庫
で
は
酒
の
醸
造
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
官
僚
の
宴
会
を
容
易
な
ら
し
め
、
こ
の
酒
が
ま
た
上
司
に
贈
遺
さ
れ
宮
界
の
腐
敗
を
招
く
大

き
な
原
因
と
な
っ
た
。
一
方
醸
造
米
は
人
民
に
強
制
的
に
割
り
あ
て
ら
れ
、
ま
た
そ
の
酒
が
強
制
販
売
さ
れ
て
政
府
の
酒
専
売
紋
入
に
火
打
撃
を
与
え
た
。

本
稿
で
は
公
使
庫
を
通
し
て
近
世
中
国
社
会
の
官
僚
の
性
格
を
追
求
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熟
和
五
三
巻
脚
号
　
一
九
七
〇
年
一
月

一
　
は
　
し
　
が
　
き

　
さ
き
に
私
は
地
方
政
治
運
営
に
使
用
さ
れ
る
公
使
庫
の
財
源
、
使

途
、
運
営
、
公
使
酒
、
お
よ
び
公
使
庫
を
め
ぐ
る
新
法
党
と
旧
法
党

と
の
政
策
の
相
違
、
な
ら
び
に
公
使
庫
制
度
の
崩
壊
に
伴
う
地
方
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

治
の
混
乱
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
後
、
公
使
庫
に
関
す
る

若
干
の
資
料
を
新
た
に
蒐
集
し
え
た
の
で
A
前
回
に
説
き
及
ば
な
か

っ
た
財
源
や
使
途
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
と
く
に
本

稿
で
は
公
使
酒
醸
造
の
た
め
公
使
銭
が
多
額
に
支
出
さ
れ
、
公
使
銭

は
実
際
の
地
方
政
治
運
営
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
官
僚
の

宴
会
費
や
上
司
に
対
す
る
連
送
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
宋
代
に
お
け
る
官
僚
生
活
の
「
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
官
僚
の
多
く
は
宴
会
を
彼
等
の
当
然
享
受
す
べ
き
役
得
と
考
え
て

い
た
ら
し
い
。
『
宋
会
要
』
刑
法
巻
二
、
慶
暦
七
年
十
月
九
日
の
条
に



朱代の公使庫について（佐伯）

　
　
判
北
京
買
取
朝
雪
。
河
北
諸
州
軍
。
黒
総
管
司
滑
降
飾
厨
傳
。
以
待
使

　
　
客
。
卸
量
果
実
。
皆
求
需
品
。
以
相
撃
尚
。
蓋
承
平
日
久
。
稜
習
成
風
。

　
　
稽
加
裁
損
。
遂
興
誘
議
。
山
守
将
者
。
不
得
不
然
。

と
あ
り
、
判
北
京
質
昌
朝
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
河
北
州
軍
等

に
お
い
て
は
、
競
っ
て
使
客
を
接
待
す
る
宴
会
を
豪
奢
に
催
し
て
い

た
が
、
承
平
日
久
し
く
、
そ
れ
が
習
俗
と
な
り
、
宴
会
を
簡
素
に
で

も
す
る
と
誘
議
が
起
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
か
の

有
名
な
蘇
東
披
が
王
安
石
の
募
役
法
実
施
に
反
対
し
、
募
役
法
が
行

わ
れ
る
と
、
衙
前
の
役
に
あ
た
る
百
姓
に
お
ご
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
折
角
官
吏
と
な
っ
た
張
合
い
が
な
い
と
し
、

　
　
士
大
夫
掲
親
戚
棄
墳
墓
。
以
士
官
於
四
方
者
。
用
力
之
籐
。
亦
欲
取
回
。

　
　
此
人
之
至
情
也
。
若
愚
論
太
甚
。
厨
傳
蒲
然
。
肖
似
危
邦
之
随
風
。
恐

　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
非
太
平
之
盛
観
。

つ
ま
り
士
大
夫
が
郷
里
を
す
て
て
遠
方
に
官
吏
と
し
て
赴
任
し
、
政

治
に
尽
力
し
た
余
暇
に
は
、
少
々
生
活
を
享
楽
し
よ
う
と
欲
す
る
の

は
、
人
情
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
る
に
詳
伝
が
瀟
然
と
す
る
如
き
こ

と
あ
ら
ば
、
そ
れ
は
危
邦
の
随
風
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

太
平
の
盛
観
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
有
名

な
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
近
世
に
お
け
る
下
僚
の
悸
ら
ざ
る
告
白

で
あ
ろ
う
。
近
世
に
お
け
る
官
僚
界
は
一
種
の
社
交
界
で
あ
り
、
社

交
の
う
ま
い
者
が
出
世
の
緒
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
い
う

意
味
か
ら
公
使
酒
は
官
僚
の
社
交
に
と
っ
て
は
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ

重
要
な
物
資
で
あ
っ
た
。
公
使
銭
が
公
使
酒
醸
造
の
た
め
、
多
額
に

使
用
さ
れ
た
の
は
所
以
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
公
使
庫
の
実
態

を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
宋
代
官
僚
の
性
格
を
も

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　
公
使
銭
の
起
原

　
公
使
銭
は
官
衙
の
機
密
費
で
、
官
衙
の
事
務
を
円
滑
に
実
施
す
る

に
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
州
軍
で
は
官
吏
や
軍

隊
の
接
待
、
衙
門
の
建
物
の
修
理
、
調
度
品
の
設
置
、
治
水
、
祭
典

そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
地
方
政
治
の
運
営
に
公
使
銭
が
使
用
さ
れ
た
が
、

と
く
に
通
過
す
る
官
僚
や
外
国
使
臣
の
接
待
、
そ
の
他
の
宴
会
費
と

し
て
多
額
の
公
使
銭
が
使
用
さ
れ
、
時
に
は
公
務
以
外
の
官
僚
の
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

生
活
費
と
し
て
費
消
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

費
用
は
宋
初
人
民
の
衙
前
の
負
担
で
あ
っ
た
。
『
攣
筆
記
』
巻
三
七

「
再
言
役
四
割
子
」
に

　
　
祖
宗
之
世
。
天
下
役
人
。
除
正
役
労
費
言
外
。
■
上
自
営
前
。
有
公
使
・
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廣
・
宅
庫
之
苦
。

と
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
衙
前
の
負
担
は
甚
だ
大
で
あ
っ
た
。
　
『
続

資
治
通
事
長
編
』
　
（
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
巻
線
一
九
、
元
祐
三
年

閏
十
二
月
庚
戌
の
条
の
爽
註
に

　
　
官
吏
仰
給
公
使
。
皆
出
衙
前
。
民
破
産
納
。
官
吏
所
入
至
厚
。

と
あ
る
よ
う
に
、
衙
前
は
公
使
難
物
を
保
管
す
る
公
使
庫
の
管
理
を

命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
費
用
は
み
な
衙
前
の
負
担
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、

そ
の
負
担
に
た
え
か
ね
て
破
産
す
る
者
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
事
情
か
ら
無
韻
、
公
使
銭
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
政
府
か
ら

公
使
銭
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
『
鄭
忠
粛
奏
議
遺
糞
』
巻
上

「
請
禁
伝
韻
疏
」
に

　
　
祖
宗
時
。
因
前
代
牧
伯
。
皆
轍
於
民
。
以
四
時
傳
。
是
以
制
公
使
銭
。

　
　
以
給
其
費
。
催
及
民
也
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
櫨
宗
の
時
、
前
代
の
牧
伯
は
官
僚
等
の
接
待
費

を
皆
人
民
か
ら
徴
双
し
て
厨
伝
の
費
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
公
使
銭

の
制
度
を
設
け
て
そ
の
費
に
あ
て
た
。
人
民
に
負
担
が
か
か
る
こ
と

を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
『
紅
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
　
甲
淵
巻
一
七

「
公
使
庫
」
に
も
次
の
よ
う
に
児
え
て
い
る
。

　
　
公
使
覇
者
。
諸
道
監
・
帥
司
及
州
軍
辺
県
露
岩
帥
皆
有
之
。
蓋
祖
宗
時
。

　
　
以
前
代
牧
伯
。
皆
敏
於
艮
。
以
佐
厨
徳
。
是
以
制
公
使
銭
。
以
給
其
費
。

す
な
わ
ち
公
使
庫
は
諸
路
の
糖
類
、
帥
司
や
州
軍
馬
愚
盲
に
も
み
な

あ
り
と
い
い
、
公
使
庫
設
置
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
前
記
と
同
じ
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
宋
初
、
い
つ
中
央
政
府
支
給
の
公
使

銭
の
制
度
は
量
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
文
献
通
考
』
巻
二
三

「
国
用
考
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
闘
宝
六
年
八
月
乙
巴
。
令
諸
州
旧
属
公
使
景
物
。
尽
数
三
省
。
舞
妄
有

　
　
支
費
。
以
留
州
銭
物
。
尽
数
愈
愈
。
始
於
此
。

す
な
わ
ち
、
開
宝
六
年
八
月
、
は
じ
め
て
諸
州
の
公
使
洋
物
を
全
部
、

中
央
政
府
の
財
政
に
繰
り
入
れ
、
濫
費
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
公
使
銭
轡
は

地
方
州
軍
に
お
い
て
自
由
に
使
用
し
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
財
源
も

地
方
宮
が
自
ら
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
開

宝
六
年
か
ら
州
軍
に
留
め
て
使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
租
税
の
三
州
奇

物
も
中
央
政
府
の
財
政
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
公
使
銭
轡

も
中
央
財
政
の
う
ち
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
平

家
の
統
制
が
公
使
銭
物
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
公
使
銭
物
の
中
央
政
府
交

付
は
太
祖
の
開
宝
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
前
掲
の

34　（34＞



宋代の公使庫について（佐伯）

下
士
発
墨
奏
議
遣
集
』
巻
上
「
請
禁
伝
革
質
」
に
．

　
　
然
正
賜
〔
公
使
〕
銭
不
多
。
而
域
用
率
数
十
万
。
毎
巌
終
上
其
数
網
戸

　
　
部
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
毎
年
の
終
り
に
使
用
額
を
戸
部
に
報
告
す
る
こ

と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
額
は
僅
少
で
あ
っ
た
の
で
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
ま
た
諸
種
の
問
題
が
起
っ
て
来
た

の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
宋
代
に
お
け
る
中
央
政
府
支
給
の
公
使
銭

の
起
原
は
、
開
宝
六
年
で
あ
る
が
、
公
使
銭
そ
の
も
の
の
起
原
は
、

さ
ら
に
古
く
、
五
代
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
五
代
会
要
』
巻
二

四
「
諸
使
雑
録
」
に

　
　
〔
後
周
〕
顕
徳
五
年
四
月
六
日
。
勅
。
応
諸
道
州
府
議
奏
〔
官
〕
奏
。

　
　
逐
月
合
請
俸
料
及
紙
筆
等
銭
。
宜
令
今
後
干
本
州
公
使
銭
内
支
給
。
不

　
　
得
分
配
人
戸
及
州
県
門
戸
。

と
あ
り
、
後
壁
の
時
に
は
、
諸
道
州
府
の
進
奏
宮
の
俸
料
や
紙
筆
等

の
事
務
費
を
公
使
銭
か
ら
支
出
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
一
三
に
は

　
　
後
唐
天
成
元
年
十
二
月
二
十
三
日
。
中
書
奏
。
…
…
旧
例
。
〔
節
度
使
〕

　
　
重
鎮
後
。
合
納
礼
銭
一
千
貫
。
充
中
書
及
両
省
公
使
。

と
あ
り
、
後
麿
の
時
代
に
は
、
節
度
使
が
中
央
政
府
に
納
め
た
礼
銭

が
中
央
政
府
の
公
使
銭
に
充
当
さ
れ
て
い
た
ウ
ま
た
同
書
巻
一
六

「
祠
部
」
に
は

　
　
後
唐
長
奥
二
年
七
月
勅
。
天
下
州
府
。
応
有
載
麗
典
神
祠
破
損
者
。
仰

　
　
給
公
使
銭
添
修
。

と
見
え
、
地
方
州
府
の
祀
典
に
あ
る
神
祠
の
破
損
し
た
も
の
は
、
公

使
銭
を
も
っ
て
修
理
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
書
巻
一
六
に
は

　
　
〔
後
唐
天
成
〕
五
年
正
月
五
日
。
国
子
監
奏
。
当
監
旧
例
。
初
補
寒
生
。

　
　
有
東
懸
銭
二
千
。
及
第
後
光
学
齢
一
千
。
…
…
請
今
後
欲
准
往
例
。
応

　
　
諸
色
挙
人
及
第
後
。
並
先
様
監
司
出
給
光
学
文
抄
。
並
納
光
学
銭
等
。

　
　
各
自
所
業
等
第
。
以
備
鼻
毛
逐
年
公
使
。

と
あ
り
、
す
で
に
後
梁
の
時
代
に
国
子
監
に
公
使
銭
が
あ
り
、
挙
人

及
第
者
か
ら
光
学
頑
な
る
も
の
を
微
収
し
て
そ
の
財
源
に
充
当
し
て

い
る
。

　
以
上
の
諸
例
に
よ
り
、
公
使
銭
は
す
で
に
五
代
の
初
め
か
ら
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
唐
代
に
公
使
銭
の
名
称
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
、
未
だ
発
見
し
え
な
い
が
、
身
代
に
は
、
す
で
に
公
軍
畑

が
あ
り
、
衙
門
の
費
用
に
あ
て
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
系
量
的
に
は

後
世
の
公
使
銭
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
轟
轟
要
』
巻

六
〇
「
御
史
台
」
に
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貞
元
七
年
穴
蜂
二
十
七
日
置
勅
。
御
史
台
毎
月
週
給
隙
銭
二
百
貫
文
。

　
　
充
公
寸
歩
費
用
。

と
あ
り
、
御
史
台
に
毎
月
賊
塁
二
百
貫
を
支
給
し
、
公
癖
（
衙
門
）

の
雑
費
に
供
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
六
六
「
東
都
国
子
監
」
に
は

　
　
〔
元
和
〕
十
四
年
十
二
月
。
鄭
姦
濫
又
奏
。
京
見
任
文
官
一
品
以
下
。

　
　
九
品
以
上
。
並
外
使
兼
京
正
員
官
。
毎
月
所
請
料
銭
。
請
毎
貫
抽
一
十

　
　
文
。
以
充
圏
拳
螺
脩
造
文
宣
王
廟
。
及
諸
屋
宇
。
丼
脩
理
経
壁
。
子
中
公

　
　
癬
雑
用
。
有
余
。
添
充
本
葺
。
及
諸
色
。
随
便
宜
処
置
。
勅
旨
。
宜
依
。

と
あ
り
、
宮
僚
の
毎
月
の
懸
銭
か
ら
、
侮
貫
十
文
を
控
除
し
、
こ
れ

を
文
宣
王
廟
や
圏
子
下
の
建
物
等
を
修
理
す
る
費
用
や
国
子
監
の
公

癬
雑
費
、
あ
る
い
は
公
癬
本
銭
に
充
当
し
て
い
る
。

　
公
」
解
銭
が
後
の
公
使
銭
に
あ
た
る
こ
と
は
、
次
の
工
例
を
比
較
す

れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
五
代
会
要
』
巻

一
三
「
門
下
省
」
に

　
　
後
唐
天
成
元
年
九
月
二
十
五
日
。
門
下
中
磐
両
省
状
。
…
…
省
司
旧
例
。

　
　
別
無
銭
物
。
紙
徴
礼
銭
。
以
充
公
播
肥
使
。

と
見
え
、
礼
銭
を
徴
収
し
て
省
司
の
公
準
銭
に
あ
て
使
用
し
て
い
る
。
・

こ
の
礼
銭
に
つ
い
て
同
書
巻
一
三
「
中
書
省
」
に
は

　
　
後
唐
天
成
元
年
十
二
月
二
十
三
日
。
中
書
奏
。
…
…
旧
例
。
〔
節
度
使
〕

　
　
赴
鎮
後
。
合
納
礼
銭
一
千
貫
目
充
中
書
及
両
省
公
使
。
…
…
請
諸
道
藩

　
　
鎮
帯
平
章
事
処
。
各
納
礼
銭
五
百
千
。
中
書
建
立
石
槍
子
一
所
。
錯
紀

　
　
宰
臣
使
相
爵
位
姓
名
授
上
年
月
。
其
総
隈
銭
。
請
野
中
書
冊
建
公
署
。

　
　
及
添
置
斎
堂
内
錨
陳
什
物
。
勅
従
之
。

と
あ
り
、
節
度
使
の
納
め
た
礼
銭
を
も
っ
て
中
書
省
等
の
公
使
銭
と

な
し
、
公
署
を
修
新
し
、
都
堂
内
の
帯
電
什
物
を
設
置
す
る
費
用
と

し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
公
癬
銭
・
公
使
銭
は
ま
っ
た
く
同
じ
性

質
の
も
の
で
、
衙
門
の
諸
雑
費
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
見
て
来
る
と
、
宋
代
、
衙
門
の
諸
経
費
に
使
用
さ
れ
た
公
使

銭
の
起
原
は
、
少
く
と
も
唐
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ

る
。　

　
　
　
三
　
公
使
庫
の
財
源

　
さ
き
に
も
引
用
し
た
が
、
　
『
郵
忠
粛
葵
議
遺
集
』
巻
上
「
請
禁
伝

導
疏
」
に

　
　
正
賜
〔
公
使
〕
銭
不
多
。
而
歳
用
率
数
十
万
。

と
あ
り
、
中
央
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
公
使
銭
の
額
は
年
額
わ
ず
か

に
数
十
万
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
木
銭
と
し
て
営
平

し
、
利
患
を
計
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。
『
墨
壷
以
来
朝
野
雑
記
』
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甲
集
巻
一
七
「
公
使
庫
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　
正
賜
〔
公
使
〕
銭
不
多
。
而
著
恩
許
収
差
利
。
以
此
州
郡
得
以
自
恣
。

そ
の
結
果
、
南
宋
時
代
に
は
、
州
軍
が
公
使
銭
を
割
合
自
由
に
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
説
す

る
。
と
こ
ろ
で
、
中
央
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
公
使
銭
は
国
家
の
財

政
が
窮
乏
す
る
と
、
と
か
く
中
央
に
引
揚
げ
ら
れ
る
。
仁
宗
の
慶
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
年
、
西
夏
と
の
戦
争
中
、
　
「
公
使
銭
を
罷
む
」
と
あ
る
の
は
、
中

央
政
府
か
ら
交
付
し
て
い
た
公
使
銭
を
中
央
政
府
に
引
揚
げ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
ま
た
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
五
二
「
元
豊
庫
」
に

　
　
欽
宗
靖
康
元
年
二
月
十
七
日
。
審
議
諸
経
公
使
庫
包
丁
宮
所
管
金
銀
器

　
　
皿
。
赴
京
師
元
豊
野
送
納
。

と
あ
り
、
欽
宗
の
靖
康
元
年
に
諸
路
の
公
使
庫
や
神
轡
宮
に
あ
る
金

銀
の
器
皿
を
中
央
の
元
豊
庫
に
送
納
さ
せ
た
の
は
、
金
冠
が
宋
都
開

封
府
を
陥
れ
、
多
額
の
金
銀
を
要
求
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
政
府
の

と
っ
た
処
置
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
中
央
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
公
使
銭
は
、
そ
の
額
が
少

い
上
に
、
政
府
の
財
政
が
窮
乏
す
る
と
容
易
に
中
央
に
引
揚
げ
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
地
方
州
軍
に
あ
っ
て
は
、
経
費
が
な
く
て
は
地
方
政

治
を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
こ
か
ら
地
方
州
軍
で
は
自
ら
運

営
費
を
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
財
源
は
地
方
州
軍

の
お
か
れ
た
事
情
に
よ
り
異
っ
て
い
た
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
を
あ

げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
宜
有
の
閑
田
母
地

を
耕
作
さ
せ
て
得
た
収
入
、
雑
銭
、
頭
子
銭
、
売
酒
の
羨
余
、
坊
場

銭
、
打
撲
銭
、
菱
蕩
課
利
銭
、
地
利
銭
、
柑
橘
・
蓮
根
の
蛇
心
、
糞

銭
、
香
銭
、
茶
塩
の
回
易
に
よ
る
収
入
、
賊
罪
の
黒
馬
、
罰
銭
、
死

刑
囚
の
衣
物
、
印
劇
の
余
響
売
却
に
よ
る
収
入
、
潤
筆
料
、
内
出
の

遺
留
物
な
ど
で
あ
る
が
、
時
に
は
地
方
官
が
自
ら
私
財
を
投
じ
て
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

方
財
政
に
あ
て
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
な
お
以
上
の
外
に
も
諸
種
の
財
源
が
あ
っ
た
。
　
『
農
会
要
』
刑
法

巻
二
、
紹
興
二
十
七
年
七
月
十
三
日
の
条
に

　
　
御
史
中
篇
掌
記
挙
言
。
逐
州
私
置
工
場
。
広
収
酷
寒
。
倍
有
所
入
。
尽

　
　
帰
公
庫
。
恣
己
所
用
。
波
及
僚
属
。

と
あ
り
、
各
州
に
私
設
の
税
場
を
設
け
て
酷
息
を
収
め
、
こ
れ
を
公

使
庫
の
財
源
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
二
、
潮
道
元
年
正
月
一
日

の
条
に
は

　
　
赦
。
勘
会
。
諸
州
公
使
酷
庫
。
累
降
指
揮
。
不
得
科
配
人
戸
。
訪
聞
。

　
　
州
府
利
宮
所
入
。
依
旧
抑
配
。

と
見
え
、
諸
州
の
公
使
酷
庫
で
は
、
人
戸
に
酷
の
強
制
販
売
を
す
る
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こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
強
制
販
売
を
行

な
い
、
利
潤
を
得
て
公
使
庫
に
入
れ
て
い
る
。
酷
だ
け
で
な
く
、
酒

等
も
強
制
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
二
「
公

使
庫
」
に

　
　
高
宗
建
炎
元
年
六
月
十
三
日
。
赦
。
訪
聞
。
車
路
州
近
県
鎮
庶
務
公
庫

　
　
等
。
敵
将
酒
器
抑
配
。
与
人
戸
及
過
往
客
旅
隠
道
等
。
為
害
甚
大
。

と
あ
り
、
酒
・
酷
を
人
戸
や
往
来
の
商
人
・
僧
劇
壇
に
強
欄
的
に
売

り
つ
け
、
弊
害
を
か
も
し
て
い
る
。

　
次
に
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
六
二
、
嘉
定
五
年
三
月
二
十
八
日
の
条

を
見
る
に

　
　
知
和
州
富
事
謹
言
。
…
…
公
使
庫
日
収
房
廊
・
白
地
賃
銭
。

と
あ
り
、
和
州
で
は
房
廊
・
白
地
賃
銭
を
公
使
庫
に
収
め
て
い
る
。

ま
た
同
書
食
貨
巻
一
八
、
嘉
定
六
年
十
二
月
十
一
日
の
条
に
は

　
　
二
選
終
講
州
王
謬
言
。
管
下
有
税
場
二
。
田
孔
歩
鎮
。
日
章
載
揚
。
…

　
　
…
若
章
載
場
。
…
…
其
一
歳
所
入
。
共
一
千
五
百
四
十
余
総
。
而
於
州

　
　
用
公
使
者
。
已
八
百
四
十
余
縛
。

と
あ
り
、
爾
漸
の
煙
霞
に
お
い
て
は
商
税
の
一
部
を
公
使
と
し
て
使

用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
電
訓
要
』
刑
法
巻
二
、
紹
興
二
十
七
年
九

月
二
十
九
日
の
条
に

　
　
宰
執
進
呈
知
均
島
地
游
間
奏
。
城
下
辺
接
漢
水
。
乃
是
放
生
去
処
。
公

　
　
使
庫
歳
収
獄
利
銭
。
補
助
収
売
（
買
？
）
天
亀
節
進
銀
。

と
見
え
、
福
運
で
は
天
子
の
誕
生
日
、
天
草
節
の
献
上
銀
を
収
識
す

る
補
助
の
資
金
と
し
て
は
、
魚
利
銭
が
徴
収
さ
れ
、
公
使
庫
に
納
入

さ
れ
て
い
た
。
天
申
節
に
は
も
と
も
と
均
州
か
ら
魚
を
進
献
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
そ
の
代
り
に
進
献
の
継
代
と
し
て
徴
収

し
た
も
の
が
魚
利
銭
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
ほ
か
州
軍
の
公
使
庫
で
は
財
源
を
う
る
た
め
に
、
諸

種
の
方
策
を
講
じ
て
い
る
。
　
『
二
会
要
』
食
貨
巻
九
「
賦
税
雑
録
」

（
同
堂
口
巻
六
八
同
）
　
に

　
　
〔
紹
興
二
十
年
〕
六
月
六
日
。
右
正
言
章
夏
言
。
夏
秋
人
馬
即
納
二
税
。

　
　
或
在
州
御
宴
県
。
各
従
其
便
。
及
樽
入
官
。
不
乙
抱
欠
。
今
訪
聞
。
州

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ゆ
る

　
　
郡
利
於
耳
孔
。
及
合
干
専
庫
等
人
〔
利
〕
予
鷹
費
。
遂
呉
須
管
財
州
送

　
　
納
。
至
貧
民
下
戸
。
有
般
担
之
費
。
往
来
之
労
。
伺
候
陰
晴
。
動
帆
数

　
　
日
。
野
老
空
士
州
差
官
下
県
。
専
置
一
局
受
納
。
切
・
取
出
勤
。
帰
公
使

　
　
庫
。
兼
所
差
官
挾
勢
。
凌
逼
県
道
。
違
法
馬
券
。
百
重
掻
擾
。

と
あ
り
、
両
税
を
納
入
す
る
際
、
剰
余
を
見
積
っ
て
加
回
し
、
こ
れ

を
公
使
庫
に
収
め
て
い
る
。
つ
ま
り
夏
秋
の
両
税
は
こ
れ
ま
で
人
民

の
便
に
従
っ
て
、
県
も
し
く
は
州
に
納
付
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
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た
の
で
あ
る
が
、
全
部
州
に
納
め
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、

こ
れ
ま
で
県
に
納
め
て
い
た
者
は
、
州
ま
で
運
ぶ
運
送
費
を
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
往
来
の
労
苦
が
あ
る
。
そ
こ
で
州
で
は
官
を

県
ま
で
派
遣
し
て
役
所
を
設
け
、
両
税
の
ほ
か
に
運
送
費
と
し
て
若

干
の
加
徴
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
公
使
庫
の
財
源
を
両
税
の
附
加

税
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
附
加
税
と
し
て
は
、
役
銭
の
徴
収
に
際
し
て
も
、
こ
の
方
法
が
と

ら
れ
て
い
る
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
六
八
、
嘉
定
十
照
年
九
月
十
日
、

学
堂
の
赦
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
り
つ
け
る

　
　
州
県
役
銭
。
逐
年
均
敷
。
皆
有
定
数
。
訪
聞
。
諸
路
提
挙
常
平
司
。
却

　
　
以
余
剰
為
名
。
抑
令
県
道
添
認
。
作
余
剰
銭
。
解
発
公
庫
。
以
資
妄
用
。

　
　
県
道
無
所
従
鵬
。
不
免
科
配
難
民
。

と
あ
り
、
諸
路
の
提
挙
常
平
司
が
、
役
銭
に
は
毎
年
定
額
が
あ
る
に

拘
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
余
剰
銭
を
県
道
に
強
蓋
し
て
加
徴
し
、
こ
れ

を
公
使
庫
に
解
送
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
県
道
で
は
こ
れ
を
人
民
に

割
り
つ
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
に
、
人
民
か
ら
諸
種
の
附
加
税
を
と
り
、

公
使
庫
の
経
費
を
得
よ
う
と
し
て
も
、
自
ら
そ
こ
に
限
度
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
案
出
さ
れ
た
の
が
、
公
使
庫
に
本
塁
を
支
給
し
て
、
こ

れ
を
運
転
さ
せ
、
そ
の
利
潤
を
も
っ
て
公
使
庫
の
経
費
を
賄
う
方
法

で
あ
る
。
こ
れ
を
圃
易
（
廻
易
）
あ
る
い
は
回
図
と
い
い
五
代
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
盛
ん
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
す
で
に
唐
代
か
ら
行

　
　
　
　
⑧

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
唐
肝
要
』
巻
六
四
「
集
賢
能
」
に

　
　
〔
元
和
二
年
〕
其
年
篭
十
月
。
異
事
二
大
学
士
・
中
書
侍
郎
・
本
章
事

　
　
・
武
元
衡
奏
。
以
厨
料
欠
少
。
更
請
本
命
「
千
貫
文
。
紋
利
充
用
。
置

　
　
　
　
⑨

　
　
無
銭
四
人
。
莫
所
置
請
用
直
壁
及
写
御
書
千
両
員
。
毎
打
遣
銭
二
百
五

　
　
十
貫
文
。
為
定
額
。

と
あ
り
、
集
賢
院
で
は
厨
料
が
欠
乏
し
た
た
め
に
、
本
銭
一
チ
貫
を

与
え
、
こ
れ
を
営
運
し
て
利
殖
を
計
り
、
そ
の
経
費
に
充
当
さ
せ
て

い
る
。
ま
た
同
書
巻
四
九
「
病
坊
」
に

　
　
至
〔
開
元
〕
二
十
二
年
。
断
京
城
乞
児
。
悉
令
病
坊
樋
管
。
官
以
本
銭

　
　
影
響
給
之
。

と
あ
り
、
京
域
の
乞
児
を
病
坊
に
収
容
し
、
そ
の
経
費
を
捻
出
す
る

た
め
に
、
政
府
で
は
本
銭
を
支
給
し
て
運
転
さ
せ
、
利
殖
を
図
ら
せ

て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
五
七
「
尚
書
省
」
に
は

　
　
元
和
二
年
正
月
。
尚
書
左
丞
予
防
藩
。
請
取
河
中
羨
余
三
千
貫
。
充
助

　
　
都
省
厨
本
国
。
良
日
。

と
見
え
、
尚
書
省
で
は
厨
料
が
不
足
し
た
と
見
え
、
河
中
の
羨
余
三
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千
貫
を
も
っ
て
、
都
省
の
厨
料
を
助
け
る
本
四
に
充
当
し
て
い
る
が
、

こ
れ
を
も
っ
て
運
転
し
、
利
嬉
を
計
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
銭
の
運
転
に
よ
っ
て
利
潤
を
得
、
こ
れ
を
官
衙

の
経
費
に
あ
て
る
方
法
は
、
少
く
と
も
、
す
で
に
唐
代
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
。
宋
代
、
公
使
庫
の
回
易
も
唐
・
五
代
の
慣
例
に
な
ら
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
資
本
と
し
て
は
、
専
売
の
茶
塩
を
官
衙
に
支
給

す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
販
売
し
て
、
そ
の
売
上
金
を
公
使
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
充
当
さ
せ
た
が
、
専
売
制
度
に
支
障
を
来
し
、
後
に
廃
止
し
た
。

時
代
は
南
宋
に
な
る
が
、
　
『
宋
会
読
』
刑
法
巻
二
、
薄
白
五
年
十
一

月
二
十
四
日
の
条
に

　
　
刑
部
言
。
乞
照
咋
来
漸
西
提
諸
司
鶏
姦
。
行
下
内
外
諸
軍
。
厳
行
約
束
。

　
　
所
遣
韓
藍
官
兵
。
不
得
以
収
買
軍
言
為
名
。
公
然
販
売
私
塩
。
如
有
違

　
　
戻
。
璽
作
施
行
。
詔
令
刑
部
紅
板
。
右
下
内
外
諸
軍
主
帥
約
束
。

と
あ
り
、
回
易
の
官
兵
が
、
回
易
に
か
こ
つ
け
て
、
白
重
を
販
売
し

て
い
る
。
公
使
庫
の
財
源
を
う
る
た
め
に
、
公
然
と
茶
や
塩
の
販
売

を
許
可
す
れ
ば
、
華
魁
す
る
者
が
多
量
の
私
茶
塩
を
携
帯
す
る
か
ら
、

こ
れ
を
取
締
る
こ
と
は
余
程
困
難
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
か
ら
茶

塩
を
公
使
庫
の
財
源
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
公
使
庫
の
財
源
を
得
る
た
め
に
は
、
茶
塩
の
ほ
か
諸
種
の
有
利
な

物
資
が
販
売
さ
れ
た
ら
し
い
。
酒
に
つ
い
て
は
後
に
詳
説
す
る
が
、

薬
等
も
販
売
さ
れ
て
い
た
。
　
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
七
里
巻
一
七

「
公
使
慣
し
に
は

　
　
若
帥
・
臆
面
司
。
剛
又
有
撫
養
・
備
辺
際
庫
。
開
抵
当
。
売
熟
薬
。
無

　
　
所
不
為
。
其
実
鞘
袋
公
使
耳
。
、

と
あ
り
、
売
薬
の
収
入
が
公
使
庫
の
一
つ
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
上
北
の
資
本
と
し
て
、
　
多
く
支
給
さ
れ
た
の
は
度
牒
で
あ
る
。

『
長
編
』
巻
三
〇
六
、
元
豊
三
年
七
月
丙
寅
の
条
に

　
　
知
菖
州
・
左
蔵
庫
副
使
兼
閤
門
通
事
舎
人
劉
初
。
乞
借
陶
工
牒
二
百
収

　
　
息
。
置
公
使
器
用
。
訳
本
銭
墨
金
輸
内
蔵
庫
。
営
団
。

と
あ
り
、
広
南
西
路
の
違
憲
で
は
、
度
牒
二
百
道
を
借
り
、
こ
れ
を

営
面
し
て
利
息
を
計
り
、
公
使
庫
の
器
用
を
置
噛
し
て
い
る
。
ま
た

『
宋
会
要
』
兵
巻
一
七
、
元
符
二
年
正
月
四
日
の
詔
に
は

　
　
給
度
僧
牒
三
百
。
付
渥
原
質
経
略
司
回
易
。
応
融
新
帰
順
面
部
。

と
あ
り
、
運
原
路
経
略
司
に
度
牒
三
百
道
を
支
給
し
、
こ
れ
を
資
本

と
し
て
運
転
し
、
利
潤
を
得
て
、
帰
順
蕃
人
を
懐
柔
す
る
経
費
と
し

て
い
る
。
ま
た
『
耳
玉
要
』
兵
巻
ニ
ニ
、
下
樋
四
年
二
月
四
日
の
詔
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に
も

　
　
脛
原
秦
匿
路
。
各
雪
降
度
牒
不
道
提
点
煕
贈
号
帝
位
路
漢
窯
弓
箭
司
。

　
　
避
寒
見
銭
。
支
借
農
兵
。
掛
買
戦
馬
。

と
あ
り
、
要
点
煕
陪
聴
眠
等
路
漢
蕃
弓
箭
司
に
物
笑
百
道
を
降
し
、

こ
れ
を
見
銭
に
習
え
、
古
兵
に
支
給
し
て
戦
馬
を
収
買
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
回
避
の
事
務
を
担
当
し
た
の
が
地
方
衙
門
に
あ
る
公
使
庫
の

係
の
老
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
公
使
庫
の
回
易
は
常
時
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
禁

止
さ
れ
て
い
た
。
西
夏
と
の
戦
争
の
間
、
あ
る
い
は
熈
河
路
の
経
略

等
、
軍
隊
を
多
く
動
温
し
、
多
額
の
接
待
費
を
必
要
と
す
る
際
に
、

そ
の
実
施
が
許
可
さ
れ
た
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
七
、
政
和
七
年

三
月
二
十
二
日
の
条
に

　
　
今
来
辺
夢
之
際
。
全
籍
回
易
一
息
。
応
副
支
用
。

と
見
え
る
の
も
そ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
富
士
は
軍
資
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

銭
、
随
軍
庫
銭
等
、
辺
境
の
軍
事
関
係
の
倉
庫
の
資
金
あ
る
い
は
撫

　
。
　
　
　
　
　
⑫

養
庫
思
事
本
貫
等
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
回
易
の

利
潤
を
多
く
す
る
た
め
、
沿
路
の
商
税
が
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
七
、
崇
寧
二
年
四
月
九
日
の
条
に

　
　
尚
書
省
割
子
。
畑
原
路
経
略
安
撫
使
邪
恕
奏
。
本
路
撫
養
庫
圓
易
物
貨
。

　
　
乞
特
免
沿
路
往
復
商
税
。
従
之
。

と
見
え
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
圓
通
物
貨
は
優
遇
さ
れ
て
い

た
の
で
、
諸
官
司
が
回
易
営
繕
に
名
を
仮
り
て
商
税
の
免
除
を
求
め
、

弊
害
を
生
じ
た
た
め
に
、
後
に
こ
の
特
典
は
廃
止
さ
れ
た
。
　
『
宋
会

要
』
食
貨
巻
一
七
、
紹
興
十
三
年
二
月
十
一
日
の
条
に
は

　
　
臣
僚
雷
。
近
来
諸
官
司
即
処
。
多
以
回
護
営
繕
之
類
替
名
。
出
給
文
引
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ゆ
る

　
　
沿
路
照
免
商
税
。
欲
乞
絶
望
州
県
。
自
今
後
。
応
干
官
司
等
処
。
般
販

　
　
物
貨
。
不
以
有
無
指
揮
及
出
給
窯
跡
（
暦
p
）
之
類
。
並
依
条
収
税
。
不

　
　
得
更
行
放
免
。
従
之
。

と
あ
り
、
指
揮
あ
る
い
は
支
給
し
た
司
暦
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
規

定
通
り
商
税
を
微
毒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ

　
　
　
　
叫
　
公
使
庫
銭
物
の
使
途

　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
｝
八
「
三
芳
亡
友
第
三
状
」
に

　
　
公
庫
所
入
。
旧
例
。
並
支
見
任
官
員
逐
月
供
給
及
宴
会
之
属
。

と
あ
り
、
　
『
長
編
』
巻
一
二
五
、
宝
元
二
年
十
一
月
癸
卯
の
詔
の
一

節
に

　
　
　
⑬

　
　
公
用
之
設
。
噺
勤
労
軍
而
饗
賓
也
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
公
使
銭
は
主
と
し
て
地
方
官
が
政
事
を
遂
行
す
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る
に
つ
い
て
、
必
要
と
す
る
諸
経
費
な
ら
び
に
宴
会
の
費
用
に
費
や

さ
れ
た
。
こ
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
曾
て
研
究
を
発
表
し
た
こ
と
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
往
来
使
臣
あ
る
い
は
外
国
使
臣
の
接
待
、
軍
隊

の
縞
設
、
蕃
族
の
懐
柔
、
治
水
、
鷹
舎
倉
庫
の
修
理
、
軍
器
の
修
理
、

常
平
倉
の
設
置
、
地
方
風
俗
の
作
興
、
属
官
の
艦
齢
、
衙
門
什
器
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

購
買
な
ど
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
先
に
も
触
れ
た
よ

う
に
、
公
使
庫
の
零
物
は
宴
会
と
上
司
へ
の
韻
送
に
、
そ
の
大
部
分

が
使
用
さ
れ
た
ら
し
く
、
，
公
使
庫
設
羅
の
匿
的
が
甚
だ
し
く
ゆ
が
め

ら
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
詳
説
す
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
公
使
庫
銭
物
の
使
途
に
つ
い
て
若
干
補
足
を
行

な
っ
て
お
き
た
い
。

　
さ
き
に
も
引
用
し
た
が
『
宋
会
要
』
刑
法
巻
二
、
紹
興
二
十
七
年

九
月
二
十
九
日
、
知
均
配
当
游
間
の
上
奏
の
一
節
に

　
　
公
使
庫
言
動
魚
利
銭
。
補
助
収
買
天
芝
簾
進
言
。

と
あ
り
、
落
餌
で
は
天
子
の
誕
生
日
、
天
端
節
の
直
書
の
収
買
に
は

公
使
庫
の
魚
利
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、

帝
室
の
詩
評
に
お
け
る
諸
種
の
献
上
物
に
は
、
公
使
庫
の
器
物
が
し

ば
し
ば
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

上
司
へ
の
贈
遺
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
公
使
銭
は
ま
た
馬
を
買
う
た
め
に
も
支
出
さ
れ
た
。
　
『
宋
会
堂
』

云
誤
二
四
に

　
　
〔
紹
聖
元
年
〕
四
月
穴
日
。
詔
戸
部
酒
庫
役
法
所
。
諸
路
将
下
公
使
銭
。

　
　
算
筆
有
剰
。
並
留
置
買
馬
支
用
。
勿
二
次
年
之
数
。

と
あ
り
、
諸
路
軍
将
の
公
使
銭
に
し
て
、
歳
終
に
残
余
が
で
き
る
と
、

次
年
に
繰
り
越
す
こ
と
な
く
、
買
写
実
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
さ

ら
に
『
長
編
』
巻
五
四
、
威
平
六
年
正
月
壬
寅
の
条
に
は

　
　
先
見
〔
梁
〕
脇
目
言
。
陳
西
縁
辺
所
折
中
糧
草
。
率
皆
無
擁
価
例
。
倍

　
　
給
公
銭
。

と
あ
り
、
予
告
で
は
糧
草
を
納
入
さ
せ
、
そ
の
価
格
を
吊
上
げ
、
公

使
銭
を
支
給
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
三
二
七
、
元
豊
五
年
六
月
乙

卯
の
条
に
は

　
　
鄭
延
銘
経
略
司
言
。
権
一
骨
塞
鯖
折
可
適
等
。
乞
給
公
使
二
千
総
。
置

　
　
蕃
落
一
指
揮
。
以
五
百
人
為
額
。
召
募
逃
軍
改
刺
。
或
諸
軍
投
換
井
招

　
　
弓
箭
手
。
借
甘
地
耕
種
。
詔
公
使
銭
誌
上
百
千
。
招
蕃
三
兵
。
河
東
経

　
　
略
司
相
度
。
余
従
之
。

と
あ
り
、
公
使
銭
を
も
っ
て
雨
落
兵
を
招
溶
し
て
い
る
。
ま
た
同
書

巻
五
四
、
威
平
六
年
三
激
辛
亥
の
条
に
は

　
　
〔
梁
〕
鼎
足
言
。
矯
以
関
中
郡
県
。
圧
接
河
爾
。
遠
近
宿
丘
ハ
。
下
下
十
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万
。
強
直
諸
軍
公
銭
充
費
。
一
年
計
以
七
十
万
五
千
余
貫
。
伽
自
去
歳

　
　
以
来
。
雲
州
爆
発
浄
尽
。

と
あ
り
、
陳
西
に
は
約
十
万
の
軍
隊
が
駐
屯
し
、
軍
費
が
不
足
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

と
見
え
、
諸
軍
の
公
銭
、
一
年
分
七
十
万
五
千
余
薫
を
全
部
軍
費
に

充
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
使
銭
は
と
か
く
他
に
流
用
さ
れ

勝
ち
で
、
本
来
の
目
的
の
た
め
、
使
用
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め

に
、
公
使
銭
の
負
担
が
さ
ら
に
人
民
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

地
方
財
政
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
公
使
銭
物
は
官
僚
の
私
的
の
目
的

に
濫
費
さ
れ
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
中
央
財
政
の
肩
替
り
を

さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五
　
公
使
庫
運
営
の
裏
面

　
公
使
庫
設
置
の
主
要
な
目
的
の
｝
つ
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に

官
僚
や
軍
隊
を
接
待
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
諸
種
の
物

資
や
什
器
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
悪
魔
要
』

食
貨
巻
三
七
、
紹
興
三
十
年
十
月
二
十
五
日
の
条
に

　
　
臣
寮
言
。
江
東
諸
郡
監
督
里
下
。
工
賃
公
庫
式
例
。
属
官
僚
吏
。
所
有

　
　
麹
庁
之
行
。
凡
百
供
須
。
比
之
市
価
。
大
気
十
麟
四
五
。
蓋
由
帯
易
司

　
　
剥
下
学
（
媚
？
）
上
。
恣
為
低
昂
。
夫
営
生
之
藪
。
莫
若
王
民
。
終
日

　
　
帯
駆
。
僅
醐
其
口
。
在
官
者
常
有
毛
利
之
。
猶
擢
不
給
。
況
可
搭
之
以
、

　
　
自
身
乎
。
違
制
傷
廉
。
理
宜
痛
革
。
望
公
定
二
瀬
守
。
自
今
公
庫
私
家
。

　
　
凡
金
釧
器
用
食
飲
之
所
須
。
｝
切
以
市
価
為
率
。
堤
起
旧
弊
。
置
行
丼

　
　
直
庁
。
従
之
。

と
あ
り
、
公
使
庫
が
器
物
や
飲
食
物
を
購
入
す
る
際
に
は
、
市
価
の

約
半
価
し
か
支
払
わ
ぬ
の
が
例
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
同
書

刑
法
巻
二
、
慶
暦
七
年
十
月
九
日
、
判
北
京
費
昌
泰
の
上
言
の
「
節

に
は

　
　
近
永
静
軍
収
買
公
用
羊
変
。
剰
取
数
目
。
偶
因
発
樋
勢
至
彰
露
。
其
如

　
　
諸
処
州
県
似
此
者
多
。
衙
前
公
人
巨
家
破
産
。
市
騨
商
賢
。
鶴
本
失
業

　
　
者
。
不
可
勝
数
。
欲
乞
応
河
北
州
軍
。
有
公
使
銭
。
除
管
領
軍
校
接
待

　
　
信
使
。
不
得
鰍
有
減
刻
外
。
其
余
笹
会
迎
送
。
並
従
簡
約
。

と
見
え
、
河
北
の
州
軍
で
は
、
公
使
庫
が
商
人
か
ら
物
資
を
購
入
す

る
際
、
本
値
を
た
た
い
て
僅
か
し
か
代
価
を
支
払
わ
ぬ
た
め
、
倒
産

す
る
者
も
多
数
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
多
少
と
も
代
価
を
支
払

う
の
は
よ
い
方
で
、
全
く
支
払
わ
ぬ
も
の
も
い
た
。
『
斎
会
要
』
刑

法
巻
二
、
宣
和
三
年
六
月
二
十
七
周
の
条
に

　
　
ゆ
書
重
富
憾
言
。
窃
二
幅
州
軍
公
使
庫
。
遣
造
陳
磁
器
従
人
衣
装
之
類
。

43　（43）



　
　
井
早
食
。
多
智
不
婦
警
単
収
買
。
只
鼠
頭
子
。
早
行
戸
取
索
。
動
経
歳

　
　
月
。
不
即
支
無
価
銭
。
或
遇
良
臣
移
替
。
新
官
更
不
管
認
。
便
潜
戸
難

　
　
執
導
引
（
子
？
）
無
処
支
請
。
温
品
州
県
見
任
官
員
。
亦
有
不
支
見
銭
。

　
　
只
用
頭
子
取
下
。
不
即
支
還
置
銭
者
。
以
詰
替
罷
。
不
能
置
足
而
虫
。

　
　
委
属
掻
擾
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
つ
け

と
あ
り
、
公
使
庫
は
た
だ
．
頭
子
を
出
し
て
行
戸
か
ら
衙
門
の
施
設
や

衣
類
、
鑓
会
の
物
資
等
を
購
入
し
な
が
ら
、
そ
の
代
価
を
支
払
わ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
公
使
庫
で
は
酒
を
醸
造
す
る
闘
係
か
ら
濡
米
が
必
要
で
あ

っ
た
が
、
和
羅
と
称
し
て
、
人
民
か
ら
強
制
徴
収
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
二
一
、
紹
興
四
年
九
月
十
五
日
の
赦
文

に
は
、
次
の
如
く
見
え
る
。

　
　
諸
州
公
使
庫
。
歳
用
造
酒
精
米
。
名
日
和
羅
。
実
皆
抑
・
配
。

ま
た
同
書
刑
法
巻
二
、
勢
和
六
年
四
月
四
日
の
条
に
も

　
　
臣
僚
言
。
乞
詔
有
司
。
応
諸
口
公
使
庫
。
帆
均
配
人
戸
米
麦
。

と
あ
り
、
諸
州
の
公
使
庫
で
は
、
人
戸
に
米
菱
を
強
制
的
に
割
り
つ

け
て
徴
収
し
て
い
る
。
公
使
庫
で
米
麦
等
を
収
起
す
る
際
、
公
使
庫

の
宮
は
剰
余
を
見
込
ん
で
微
甚
し
、
こ
れ
を
羨
余
と
し
て
献
上
し
、

賞
に
与
る
者
が
出
て
い
る
。
そ
こ
で
豊
州
軍
で
米
を
買
入
れ
る
時
に

は
、
公
使
庫
の
官
を
差
充
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

同
書
刑
法
巻
二
、
宣
和
七
年
八
月
工
十
日
の
条
に
は

　
　
中
書
省
尚
書
省
言
。
契
勘
。
野
州
軍
毎
遇
受
納
羅
買
。
往
往
差
公
使
庫

　
　
官
領
之
。
其
害
不
可
勝
蓄
。
応
管
公
使
庫
官
。
並
不
得
耳
順
受
納
羅
買
。

　
　
違
者
重
行
流
鼠
。

と
見
え
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
公
使
庫
に
必
要
な
物
資
を
購
入
す
る
際
に

は
、
代
価
の
一
部
を
支
払
っ
た
り
、
あ
る
い
は
全
然
支
払
わ
癒
か
っ

た
り
し
た
が
、
公
使
庫
の
物
資
の
購
入
あ
る
い
は
支
出
に
つ
い
て
は
、

例
規
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
　
『
宋
会
要
』
刑
法
巻
一
、
煕
寧
九
年
四

月
十
六
日
中
条
に

　
　
詔
中
書
戸
房
習
学
公
事
練
亭
甫
等
。
編
定
省
府
寺
監
公
使
例
条
貫
。

と
あ
り
、
油
墨
九
年
に
は
、
中
書
戸
房
習
学
公
事
、
練
亨
甫
に
詔
し

て
、
省
府
寺
監
公
使
例
条
貫
を
編
成
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
同
書
刑
法

巻
二
、
政
和
元
年
三
月
工
十
一
日
の
詔
に
も

　
　
懸
路
公
使
支
用
。
恐
持
早
早
有
已
定
例
冊
。

と
あ
り
、
公
使
の
支
用
に
は
例
冊
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
同
書
食
貨
巻
二
一
、
哲
宗
元
祐
元
年
三
月
二
十
四
日
過
条
に

　
　
判
大
名
鼻
薬
’
鋒
言
。
公
使
供
餓
条
三
太
密
。

44　（44＞



宋代の公使庫について（佐伯）

と
見
え
、
公
使
供
餓
虎
禁
と
あ
る
の
も
、
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
公
使
例
冊
に
よ
っ
て
、
収
買
あ
る
い
は
支
出
さ
れ
た
公

使
庫
の
銭
物
は
、
み
な
帳
簿
に
記
入
さ
れ
た
。
　
『
長
編
』
巻
一
九
四
、

嘉
祐
六
年
七
月
己
亥
の
条
に

　
　
広
南
西
路
転
連
使
・
度
支
郎
中
宋
成
。
…
…
坐
在
璽
州
。
住
銀
標
子
凡

　
　
九
百
九
十
六
片
。
及
事
覚
詐
。
収
入
本
司
公
使
簿
也
。

と
あ
る
公
使
簿
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
瀬
踏
要
』
刑
法
巻
三
、

景
祐
元
年
正
月
二
十
四
日
の
条
に

　
　
殿
中
侍
御
史
酒
量
言
。
勘
鞠
痴
愚
口
無
二
階
。
拠
祁
毒
断
判
成
壁
。
磨

　
　
輸
出
分
（
公
？
）
使
銭
物
支
銀
羅
。
送
飯
高
継
勲
等
。
直
送
路
。
乞
責

　
　
懸
人
。
詣
実
文
状
。
申
言
定
奪
。
詔
公
用
文
暦
。
更
不
磨
勘
。
其
已
磨

　
　
勘
墨
宴
件
。
更
不
施
行
。
働
令
駆
籍
疾
速
結
案
密
奏
ゆ
不
得
俺
延
刑
禁
。

と
あ
り
、
こ
の
う
ち
に
見
え
る
公
用
文
暦
も
公
使
簿
と
同
じ
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
か
よ
う
に
公
使
庫
鉱
物
の
出
入
に
関
し
て
は
、
厳
格
な
規
定
と
帳

簿
と
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
不
正
事
件
が
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
。

宋
初
に
お
い
て
は
官
紀
が
振
粛
し
、
官
僚
の
う
ち
に
は
自
腹
を
き
っ

て
公
用
に
あ
て
る
者
の
あ
っ
た
ほ
ど
で
、
公
使
庫
塗
物
も
自
粛
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
三
代
目
の
真
宗
あ
た
り
か
ら
綱
紀
が

弛
む
と
と
も
に
、
公
使
庫
銭
物
が
濫
用
さ
れ
、
諸
種
の
不
正
事
件
が

続
出
し
て
き
た
。
公
使
銭
の
不
正
貸
出
し
や
使
い
こ
み
、
公
使
庫
に

お
け
る
金
銀
什
器
の
盗
み
出
し
、
公
使
庫
物
資
の
不
正
贈
与
な
ど
の

事
件
が
相
つ
ぎ
、
南
宋
時
代
に
至
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
い
よ
い
よ
甚

　
　
　
　
　
　
⑯

だ
し
く
な
っ
た
。

　
い
ま
若
干
の
新
し
い
事
例
を
示
す
と
、
　
『
宋
会
要
』
翠
黛
巻
五
四
、

（
同
書
巻
六
二
同
）
、
政
和
八
年
二
月
四
日
の
条
に

　
　
臣
僚
上
言
。
州
県
倉
庫
。
受
納
羅
買
。
国
用
所
繋
。
永
正
軍
縦
令
撹
納

　
　
麓
悪
税
鯖
八
万
余
碩
。
略
行
佑
剥
。
魅
官
銭
三
万
絡
。
却
治
略
納
戸
処
。

　
　
賎
羅
黄
米
。
入
公
使
庫
。
父
無
暴
酒
。
又
令
納
倉
。
献
送
遺
利
銭
数
百

　
　
緒
。
復
以
酒
特
送
倉
官
。
錐
知
識
但
以
不
知
情
五
金
。
而
麓
悪
回
折
之

　
　
物
。
無
縁
償
足
。
切
慮
此
類
幡
多
。
欲
乞
応
総
領
財
用
。
監
司
巡
歴
。

　
　
所
至
検
察
。
違
戻
者
奏
覧
。
従
之
。

と
あ
り
、
撹
納
戸
の
処
に
お
い
て
黄
米
つ
ま
り
粗
悪
米
を
賎
耀
し
て

公
使
庫
に
納
入
し
て
い
る
。
伊
納
戸
倉
官
等
が
ぐ
る
に
な
っ
て
行
な

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
嗣
子
刑
法
巻
六
、
紹
興
三
年

七
月
十
三
日
の
詔
に

　
　
知
摂
州
葉
簿
特
貸
命
。
追
殿
出
身
以
来
文
字
。
除
名
冬
野
。
永
不
忠
叙
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
免
貫
決
刺
面
。
配
遠
州
牢
城
収
管
。
勿
籍
没
家
財
。
坐
在
任
将
公
庫
銭
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事
書
入
幕
。
先
是
。
諸
掛
論
議
。
令
漸
西
憲
司
。
勘
鞠
得
実
。
宰
執
奏
。

　
　
其
年
老
不
任
真
決
。
上
皇
令
刺
配
。

と
あ
り
、
公
使
庫
を
監
督
す
る
責
任
の
あ
る
細
革
が
公
使
庫
の
銭
を

盗
み
出
す
と
い
う
事
件
さ
え
起
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
事
件
は
頻
々

と
し
て
起
っ
た
ら
し
く
、
記
録
に
は
多
く
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
同

書
、
景
祐
元
年
三
月
十
七
日
の
条
に
は

　
　
西
京
作
坊
使
・
英
州
刺
史
・
知
定
州
馬
達
美
。
貸
命
除
名
。
免
決
配
連

　
　
州
牢
城
。
侍
跳
馬
野
饗
除
名
。
坐
以
公
用
酒
米
出
置
羅
臼
己
。
法
要
死
。

　
　
特
貸
之
。

あ
り
、
薩
州
や
侍
禁
が
公
使
庫
の
醸
造
用
の
米
を
盗
凝
し
て
い
る
。

官
吏
や
軍
人
と
し
て
、
極
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
免
ん
じ

て
牢
城
に
配
流
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
使
庫
の
制
度
は

早
く
か
ら
棄
乱
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
弊
害
は
官
僚
の
公
使

庫
の
銭
物
支
出
に
よ
る
宴
会
や
贈
遺
に
も
っ
と
も
端
的
に
現
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
に
お
け
る
官
僚
の
性
格
の
姦
踊
を
浮
彫

的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
　
官
僚
と
公
使
酒

『
長
編
』
巻
二
二
、
太
平
興
国
六
年
九
月
陸
尉
の
条
に

　
　
中
豊
路
州
麿
。
毎
月
第
給
係
省
縮
充
公
用
。
自
三
石
至
一
石
。
各
膚
差
。

と
あ
り
、
各
路
の
州
府
に
毎
月
一
石
乃
至
三
石
の
公
使
酒
が
支
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
太
宗
の
太
平
興
国
六
年
で
あ
る
。
公
使

酒
が
一
名
公
用
酒
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
公
使
酒
設
置
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、

『
長
編
』
巻
一
二
五
、
宝
元
二
年
十
一
月
号
卯
の
詔
の
一
節
に

　
　
公
用
之
設
。
所
以
労
軍
而
監
製
也
。

と
あ
り
、
　
『
苑
文
正
公
報
』
奏
議
巻
下
「
奏
乞
将
先
減
省
諸
州
公
用

銭
却
令
依
旧
」
に

　
　
国
家
逐
処
。
置
公
使
銭
老
。
蓋
為
士
大
鷺
出
入
及
使
命
往
還
。
有
行
役

　
　
之
労
。
三
好
郡
国
号
以
酒
食
。
或
加
宴
勝
。
蓋
養
賢
之
礼
不
可
廃
也
。

と
あ
る
如
く
、
宴
を
開
い
て
軍
隊
を
慰
労
し
、
賓
客
を
接
待
す
る
た

め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
州
軍
に
濡
米
を
支
給
し
、
宴
会
用
の
酒
を
醸

造
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
公
使
酒
は
地
方
の
州
軍
だ
け
で
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
衙
門
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
二
、

淳
煕
二
年
九
月
九
臼
の
条
に

　
　
詔
殿
前
司
。
歳
時
支
散
給
縞
士
卒
等
公
使
酒
。
用
濡
米
二
千
石
。
令
戸

　
　
部
出
給
公
拠
。
照
験
免
税
。
従
本
司
都
指
揮
使
王
友
直
請
也
。

と
あ
り
、
近
衛
師
団
に
あ
た
る
殿
前
司
に
は
、
毎
年
楽
匠
工
千
石
の
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弓
造
が
許
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
二
、
紹
興
二

年
十
月
二
十
二
日
の
条
に

　
　
詔
諸
路
帥
臣
及
統
兵
官
司
。
所
造
公
使
正
憶
病
酒
。
並
仰
遵
依
成
法
。

　
　
具
合
自
供
食
用
。
丼
餓
遺
官
属
。
不
得
過
数
醍
造
。

と
あ
り
、
諸
路
の
帥
臣
お
よ
び
統
兵
官
司
で
も
醸
造
が
許
さ
れ
て
い

た
が
、
一
定
数
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
同
書
、
紹
興
四

年
三
月
十
九
臼
の
条
に
も

　
　
詔
応
戚
黒
。
許
令
造
酒
国
家
。
若
在
外
州
軍
居
住
。
聞
耳
臣
芸
体
例
。

　
　
止
応
細
算
麹
米
価
値
。
就
公
庫
或
官
務
公
証
。
以
翻
字
祭
之
用
。
毎
歳

　
　
不
得
過
三
十
石
。

と
あ
り
、
外
戚
の
州
軍
に
居
住
す
る
者
も
、
公
使
庫
も
し
く
は
宮
務

に
つ
い
て
醸
造
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
額
は
毎
歳
三
十
石
が
限

度
で
あ
っ
た
。

　
公
使
酒
の
制
度
が
宋
初
、
制
定
さ
れ
た
時
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
毎
州
軍
、
毎
月
一
石
乃
至
三
石
分
の
公
使
酒
が
支
給
さ
れ
た

が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
額
は
増
大
さ
れ
た
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
公
使
酒
は
軍
人
の
鴨
設
、
通
過
富
僚
の
接
待
だ
け
で
な
く
、

官
僚
個
人
の
贈
答
用
と
し
て
私
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
衙
門
の
経
費
を

捻
出
し
、
さ
ら
に
は
官
僚
の
私
経
済
の
莫
大
な
浪
費
を
ま
か
な
う
財

源
を
う
る
た
め
に
、
公
使
酒
を
人
民
に
強
制
販
売
す
る
に
及
ん
で
、

そ
の
額
は
莫
大
な
額
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
宋
二
毛
』
食
貨
巻

一
二
、
政
和
七
年
十
一
月
九
日
の
条
に

　
　
楚
州
公
庫
。
造
酒
出
売
。
寄
造
為
名
。
令
虞
候
於
小
店
貨
売
。
小
利
日

　
　
晒
。
其
余
州
軍
。
類
皆
如
此
。

と
あ
り
、
楚
州
の
公
使
庫
で
は
酒
を
醸
造
し
、
小
店
を
開
き
虞
候
を

し
て
販
売
さ
せ
た
た
め
に
、
政
府
の
専
売
酒
の
収
入
が
減
少
し
、
他

の
州
軍
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
書
食
貨
巻
二
〇
、
宣
和
二

年
十
月
二
十
三
日
の
詔
に
も

　
　
諸
権
酷
漕
計
所
仰
。
遍
来
県
違
法
失
職
。
公
使
瞳
酒
貨
。
侵
薄
墨
課
。

　
　
及
私
造
公
行
。
例
凝
歳
額
。
仰
言
路
漕
臣
。
督
責
州
県
。
措
置
激
甚
。

　
　
厳
最
私
醍
。
如
有
違
慢
貧
汚
不
法
去
処
。
按
三
智
聞
。
談
議
重
加
典
憲
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ル
マ

と
あ
り
、
公
使
庫
で
は
密
造
酒
が
公
行
し
、
そ
の
た
め
に
、
歳
課
の

専
売
収
入
が
減
少
し
て
い
る
。
事
実
、
同
書
巻
二
一
、
政
和
六
年
十

二
月
五
日
の
条
に

　
　
尚
書
省
言
。
勘
会
鳥
路
州
軍
官
員
。
多
以
私
銭
。
於
公
使
庫
井
場
務
寄

　
　
造
酒
。
顕
属
違
法
。
詔
諸
州
。
野
趣
銭
物
。
就
公
使
庫
若
場
仁
心
尋
者
。

　
　
論
如
私
酪
酒
法
。
加
一
等
。
已
入
己
以
自
盗
論
。
長
弐
当
職
官
。
加
二

　
　
等
。
華
華
統
轄
・
廉
訪
官
。
知
而
不
料
。
与
同
罪
。
不
知
減
三
等
。
許
人
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告
。
不
以
赦
降
原
減
。

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
路
州
軍
の
官
員
の
う
ち
に
は
、
借
銭
を
公
使
庫

も
し
く
は
酒
場
務
に
寄
託
し
て
私
酒
を
醸
造
す
る
者
が
多
か
っ
た
。

そ
の
官
員
は
も
ち
ろ
ん
、
監
督
の
官
員
も
特
別
に
重
い
刑
法
で
処
罰

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
二
に

　
　
七
宗
建
炎
元
年
六
月
十
三
日
。
赦
。
訪
聞
。
諸
路
州
軍
県
鎮
。
酒
務
公

　
　
幾
等
。
多
面
酒
酷
。
抑
配
与
人
戸
及
過
信
客
旅
更
地
等
。
為
害
甚
大
。

と
見
え
、
ま
た
同
書
刑
法
巻
網
、
乾
道
元
年
正
月
一
臼
の
譲
文
に
も

　
　
諸
州
公
使
〔
酒
〕
酷
庫
。
累
降
指
揮
。
不
得
耳
蝉
人
戸
。
訪
聞
。
州
府

　
　
利
於
所
入
。
依
旧
離
配
。
至
及
人
戸
軍
営
寺
院
。
甚
為
苛
擾
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
南
宋
時
代
に
な
る
と
、
公
使
庫
の
酒
酷
を
強
制

的
に
人
民
に
割
り
つ
け
て
販
売
す
る
こ
と
が
、
再
三
の
禁
令
に
も
拘

ら
ず
、
盛
ん
に
行
わ
れ
弊
害
を
か
も
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
二
〇
、
紹
興
三
十
年
十
二
月
二
十
九
日

の
詔
の
一
節
に

　
　
今
稽
寡
欲
路
。
一
歳
彪
欠
二
百
余
喘
婚
。
皆
皆
諸
州
公
使
庫
広
行
造
酒
。

　
　
置
店
酷
熱
。
及
夏
作
名
目
。
別
置
酒
庫
。
或
予
省
務
寄
造
。
並
置
分
離
。

　
　
携
奪
省
司
課
利
。
致
諸
路
酒
務
。
例
塩
町
壊
。
鰯
失
国
財
故
也
。

と
あ
り
、
酒
専
売
の
収
入
二
百
万
繕
も
減
少
し
、
酒
の
専
売
制
度
を

崩
壊
に
導
い
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
各
衙
門
に
お
け
る
公
使
庫
の
醸
造
額
が
増

大
し
、
酒
の
専
売
を
敗
壊
さ
せ
る
ほ
ど
盛
行
し
た
の
は
、
一
体
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
諸
種
の
原
因
が
あ

る
が
、
ま
ず
第
「
に
は
、
公
使
酒
が
官
僚
の
社
交
界
に
お
い
て
、
官

僚
が
上
司
あ
る
い
は
他
の
官
僚
と
面
識
を
深
め
、
さ
ら
に
は
上
司
に

と
り
入
り
、
自
己
の
官
僚
界
に
お
け
る
声
誉
を
高
め
、
ひ
い
て
は
立

身
の
緒
を
つ
か
む
に
、
も
っ
と
も
有
利
な
場
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ

る
。
い
ろ
い
ろ
の
取
引
き
が
宴
会
の
場
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
官
僚
が
節
日
に
公
使
庫
酒
を
ふ
ん
だ
ん
に
振

舞
っ
た
こ
と
は
、
　
『
維
肋
編
』
巻
上
に
、
次
の
如
く
見
え
る
。

　
　
太
守
姦
曲
舟
。
濾
江
而
下
。
両
岸
民
家
。
絞
洛
水
閣
。
飾
以
錦
繍
。
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
繰
舟
到
。
有
歌
舞
者
。
則
鈎
簾
以
観
。
賞
誉
金
碧
。
以
大
艦
載
公
庫
酒
。

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
応
遊
人
之
家
。
計
口
給
酒
。
人
支
～
升
。
至
暮
遵
陸
而
帰
。

す
な
わ
ち
知
州
は
節
臼
に
綴
舟
に
乗
り
、
豪
勢
な
舟
遊
び
の
宴
を
開

い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
大
船
に
公
使
庫
酒
を
載
せ
、
遊
人
の

家
に
は
、
人
ご
と
に
酒
一
升
を
支
給
す
る
と
い
う
振
舞
を
し
て
い
る
。

官
僚
の
贅
沢
な
宴
会
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
宴
会
は
政
治
に
は
つ
き
も
の
で
あ
り
、

公
使
酒
は
官
僚
に
は
不
可
欠
の
重
要
な
物
資
で
あ
っ
た
。
公
費
に
よ

る
宴
会
は
自
分
の
懐
を
い
た
め
な
い
か
ら
次
第
に
豪
奢
に
な
る
。

『
綿
羊
要
』
刑
法
巻
二
、
隆
興
二
年
正
月
十
四
日
の
条
に

　
　
諸
州
飲
燕
之
費
。
豊
修
過
当
。
傷
毒
害
民
。
自
今
農
期
務
従
省
約
。
敢

　
　
有
違
戻
。
必
虞
之
罰
。
伽
令
戸
部
条
約
行
下
。

と
あ
り
、
諸
州
の
宴
会
が
度
を
す
ぎ
て
奢
修
に
な
り
、
そ
れ
が
地
方

財
政
を
損
じ
、
人
民
を
害
す
る
の
で
、
宴
会
費
の
節
約
を
命
じ
て
い

る
。
こ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
一
七
「
公
使
庫
」
に
は

　
　
東
漸
中
。
王
仲
行
尚
書
為
平
江
守
。
与
詞
官
鳥
肌
能
胡
長
文
厚
。
一
飲

　
　
之
費
。
率
至
千
余
繕
。

と
見
え
、
宴
会
一
度
の
経
費
が
千
余
響
に
も
上
っ
て
い
る
。
宰
相
や

枢
密
使
の
月
俸
が
三
百
十
繕
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
年
俸
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

四
分
の
一
に
近
い
額
を
一
夜
に
し
て
消
費
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

宴
会
を
開
く
に
は
酒
だ
け
で
は
で
き
ぬ
。
諸
種
の
材
料
や
調
度
品
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
た
経
費
で
は
足
ら
ぬ
か

ら
、
勢
い
公
使
庫
の
酒
や
酷
を
販
売
し
て
利
益
を
あ
げ
よ
う
と
す

る
。
こ
こ
か
ら
公
使
酒
の
醸
造
額
が
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　
公
使
酒
増
加
の
第
二
の
原
因
は
、
こ
れ
が
官
僚
の
社
交
界
に
お
い

て
、
も
っ
と
も
相
応
し
い
贈
物
と
し
て
流
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
都

や
遠
方
に
い
る
上
司
を
宴
に
招
待
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ま
た
招
待

の
機
会
を
つ
か
む
こ
と
の
で
き
ぬ
場
合
も
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ

が
ら
公
使
酒
が
贈
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
鄭
忠
粛
奏
書
遺
集
』

巻
上
「
請
禁
伝
韻
疏
」
の
一
節
に
幽

　
　
江
零
墨
郡
。
酒
毎
以
　
（
三
字
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
一
七
「
公
使

　
　
庫
」
作
皮
以
酒
）
歳
遺
中
都
官
。
歳
五
六
至
。
至
加
数
千
瓶
。
其
無
芸

　
　
類
如
此
。

と
あ
り
、
悪
癖
諸
州
で
は
毎
年
、
荒
都
の
官
に
五
六
回
、
公
使
酒
を

贈
る
が
、
そ
の
数
毎
圓
数
千
瓶
に
至
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
宋
史
』

巻
一
八
五
、
食
貨
志
「
酒
」
、
熈
寧
三
年
の
条
に

　
　
越
知
澗
州
薬
詳
言
。
陳
西
有
醒
公
使
酒
交
誼
。
至
喩
二
十
駅
。
道
路
煩

　
　
苦
。
寒
気
之
。
至
要
上
官
郎
中
沈
論
叢
言
。
陰
縫
州
柴
胎
範
。
餓
他
州

　
　
酒
。
至
九
百
余
瓶
。
用
兵
夫
喩
二
百
人
。
故
井
諸
路
禁
焉
。

と
見
え
、
陳
西
で
は
公
使
酒
を
贈
る
た
め
に
二
十
駅
を
超
え
る
遠
方

か
ら
運
送
し
、
そ
の
た
め
に
沿
路
の
住
民
が
迷
惑
を
被
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
禁
じ
た
。
ま
た
知
莫
州
の
柴
胎
範
は
一
人
で
九
百
余
瓶
と
い
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う
多
数
の
酒
を
贈
り
、
工
百
人
を
こ
え
る
兵
夫
を
用
い
て
い
る
。
こ

れ
が
た
め
に
沿
路
運
搬
の
人
民
の
負
担
が
増
加
し
た
こ
と
は
推
察
に

難
く
な
い
。
そ
こ
で
熈
寧
三
年
、
全
国
的
に
公
使
酒
を
贈
遺
す
る
こ

と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
た
び
た
び
禁
令
を
申
明
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
ら
見
る
と
へ
そ
の
効
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
公
使
酒
の
販
売
が
行
わ
れ
だ
す
と
、
売
上
金
の
贈
与
も
閾
も
な
く

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
『
宋
会
要
』
刑
法
無
二
、
愈
愈
二
年
正
月

十
四
日
の
条
に

　
　
詔
諸
州
公
庫
。
合
支
児
任
官
供
給
。
足
許
送
酒
。
嘉
賞
得
過
数
。
敢
以

　
　
銭
物
私
鎖
。
並
以
違
愚
論
。
令
提
刑
司
常
切
覚
察
。

と
あ
り
、
公
使
庫
か
ら
富
船
に
支
給
す
る
も
の
は
、
酒
に
限
ら
れ
、

銭
物
を
贈
る
者
は
違
制
の
処
罰
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
　
『
鄭
忠
粛
奏
議
遺
篇
』
巻
上
「
請
禁
伝
播
疏
」
に

　
　
近
時
所
有
隣
道
互
送
礼
。
名
日
伝
餓
。
賂
賂
公
行
。
恣
無
忌
渾
。
凡
帥

　
　
臣
監
司
馬
罷
。
号
為
上
下
騰
。
早
道
皆
有
鎖
遺
。
計
其
所
得
。
動
筆
下

　
　
絡
。
其
会
聚
之
闘
。
折
姐
率
土
三
百
五
十
千
十
二
。
有
一
身
而
適
減
数

　
　
職
者
。
劉
併
受
数
人
之
餓
。
献
酬
之
際
。
一
日
而
二
千
余
絡
。
此
風
在

　
　
在
有
之
。
而
東
南
為
尤
甚
。
揚
州
一
碧
。
毎
歳
鎖
遺
。
見
於
冊
籍
者
。

　
　
至
二
十
万
繕
。

と
あ
り
、
東
南
地
方
で
は
伝
騎
と
称
し
、
官
僚
間
に
贈
物
を
す
る
こ

と
が
流
行
し
た
。
帥
臣
、
監
司
等
が
着
任
退
任
す
る
を
上
下
馬
と
号

し
、
そ
の
際
に
は
隣
境
の
官
員
か
ら
贈
物
が
届
け
ら
れ
る
。
そ
の
総

額
は
時
に
よ
る
と
一
万
繕
に
も
達
す
る
。
膳
料
は
三
百
五
十
繕
が
普

通
で
あ
り
、
一
人
で
鳶
職
を
兼
ね
る
者
は
、
数
人
の
贈
呈
を
受
け
る
。

そ
こ
で
「
日
で
二
千
余
事
に
も
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
…
般
的

な
風
潮
で
あ
る
が
、
特
に
揚
州
は
も
っ
と
も
ひ
ど
く
、
毎
歳
の
船
越

は
、
冊
籍
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
、
二
十
万
繕
に
も
達
す
る
と
い
う
。

揚
州
は
交
通
の
要
衝
に
あ
た
り
、
経
済
の
心
臓
部
で
も
あ
る
。
そ
こ

で
高
官
の
通
過
す
る
者
も
多
く
、
中
央
敷
網
と
の
関
係
も
深
い
。
そ

こ
か
ら
韻
遺
の
額
も
多
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
は
揚

州
の
公
使
銭
額
に
つ
い
て
述
べ

　
　
如
何
揚
一
嵩
。
怪
態
朝
廷
銭
。
不
満
七
八
万
絡
。
而
本
州
支
費
。
乃
至

　
　
百
二
十
万
繕
。

と
あ
り
、
揚
州
の
上
露
難
癖
は
七
八
万
繕
に
す
ぎ
ぬ
が
、
本
州
で
使

用
す
る
掛
額
は
百
二
十
万
繧
に
も
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
公
使
酒
は
地
方
政
治
を
円
滑
に
運
営
す
る

た
め
、
い
わ
ば
一
種
の
潤
滑
油
の
役
凶
を
果
た
す
よ
う
、
設
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
制
限
が

50　（50）



朱代の公使庫について（佐紬）

っ
け
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
．
な
お
一
二
の
例
を
示

す
と
、
『
宋
史
』
巻
一
八
五
食
貨
志
「
酒
」
、
熈
寧
三
年
の
条
に

　
　
詔
諸
郡
遇
節
序
。
舜
得
白
酒
評
説
。

と
あ
り
、
煕
寧
三
年
に
は
、
諸
州
が
中
央
の
節
日
に
酒
を
贈
呈
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
二
一
、
元
祐
元

年
三
月
二
十
四
日
の
条
に
は

　
　
判
大
名
馬
韓
緯
言
。
公
使
供
餓
条
理
太
密
。

と
あ
り
、
公
使
庫
銭
物
の
贈
与
の
禁
令
は
甚
だ
厳
重
で
あ
る
と
、
大

名
府
の
知
事
韓
緯
は
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
禁
令
が
次
第
に

弛
緩
し
て
き
た
。
　
『
宋
二
七
』
食
貨
巻
二
一
、
大
観
三
年
五
月
十
六

日
の
条
に

　
　
河
北
東
路
提
点
刑
獄
司
奏
。
承
尚
書
省
七
子
。
臣
右
上
言
。
訪
聞
。
斉

　
　
州
比
年
以
来
。
公
庫
供
給
。
有
歳
余
月
余
之
称
。
皆
例
冊
外
。
別
立
名

　
　
目
。
以
為
法
事
。

と
見
え
、
斉
州
の
公
使
庫
で
は
、
毎
年
あ
る
い
は
毎
月
の
終
り
に
余

剰
を
作
り
出
し
、
例
意
外
に
別
に
名
目
を
作
っ
て
韻
送
に
あ
て
て
い

る
。
こ
う
い
う
風
潮
が
次
第
に
た
か
ま
り
、
公
使
庫
の
銭
物
は
地
方

政
治
運
営
の
目
的
か
ら
そ
れ
、
官
僚
の
個
人
的
利
益
の
た
め
に
、
そ

の
多
く
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

七
　
む
　
　
す
　
　
び

　
宋
代
以
後
、
近
世
中
国
に
お
い
て
書
主
独
裁
政
治
が
発
達
す
る
と
、

二
つ
の
方
面
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
起
っ
た
。
一
つ
は
あ
ら
ゆ
る

権
限
が
君
主
一
人
に
集
中
さ
れ
、
鱈
主
権
が
強
化
さ
れ
た
の
に
反
比

例
し
て
、
官
僚
の
権
限
が
細
分
化
さ
れ
、
著
し
く
縮
小
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
地
方
長
官
が
任
地
に
行
く
と
、
そ
の
属

官
は
長
官
の
推
薦
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
が
原
産
で
あ
っ
た
。
地

方
政
治
が
う
ま
く
運
営
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
一
に
長
官
が
有
能
な

属
官
を
も
つ
か
ど
う
か
に
懸
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
こ
そ
始
め
て
長
官

の
意
味
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宋
代
以
後
に
な
る
と
、
実
際
上
、
長
官

の
な
い
政
治
と
な
っ
た
。
州
に
は
長
官
知
州
が
い
る
が
、
そ
の
属
官

は
す
べ
て
天
子
か
ら
任
命
さ
れ
る
。
さ
ら
に
州
に
は
通
判
が
お
か
れ

る
。
こ
れ
は
知
州
の
副
宮
で
は
な
い
。
況
ん
や
属
官
で
も
な
い
。
い

わ
ば
知
州
の
傍
に
あ
っ
て
意
趣
の
権
限
を
禦
肘
す
る
目
付
役
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
天
子
に
集
中
す

る
た
め
、
官
吏
の
数
を
で
き
る
だ
け
多
く
し
て
、
そ
の
権
限
を
細
分

化
し
た
。
ま
た
地
方
富
の
任
期
の
如
き
も
三
年
な
い
し
五
年
に
短
縮

さ
れ
た
た
め
、
政
策
の
研
究
や
実
際
政
治
の
調
査
が
ゆ
き
と
ど
か
ず
、
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官
僚
は
責
任
を
も
っ
て
政
治
に
全
勢
力
を
打
込
み
、
任
務
を
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲
を
失
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
政
治
に
対
し
て
著
し
く
無
闘
心
に
な
っ
た
近
世
の
官

僚
は
、
実
際
政
治
は
専
ら
藩
吏
に
任
せ
、
自
ら
は
文
化
生
活
を
享
楽

す
る
こ
と
を
も
っ
て
理
想
と
す
る
に
至
っ
た
。
文
化
生
活
と
は
何
か

と
い
う
に
、
そ
れ
は
学
問
と
か
文
学
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
名
を
後
世
に
残
す
こ
と
が
彼
等
の
願
望
で
あ
っ
た
。
宋

代
以
後
の
有
名
な
官
僚
で
詩
文
の
文
集
を
残
さ
ぬ
渚
は
殆
ん
ど
い
な

い
。
彼
等
が
官
吏
に
な
る
の
は
、
生
活
の
保
証
を
う
る
だ
け
で
、
余

暇
を
得
て
す
ぐ
れ
た
著
述
を
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
園
的
で
あ

っ
た
。
清
代
の
碩
学
王
鳴
盛
は
官
吏
在
任
中
、
取
り
こ
み
の
余
程
盛

ん
な
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
官
吏
で
以
て
善
い
宮
吏
と
か
、
悪
い
官

吏
と
か
い
う
の
は
、
一
時
の
事
で
あ
っ
て
、
末
代
に
残
る
す
ぐ
れ
た

著
述
を
す
れ
ば
、
そ
れ
で
宮
吏
と
し
て
悪
い
こ
と
を
し
て
も
帳
消
し

に
な
る
」
と
い
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
が
近
世
に
お
け
る
中
国
人
の

　
　
　
　
　
　
　
⑲

宜
吏
根
性
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
い
つ
た
立
場
か
ら
、
官
僚
は
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
導
ら
私

利
を
追
求
ル
た
。
彼
等
が
党
争
に
熱
中
し
て
政
局
を
じ
つ
ま
で
も
担

当
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
の
地
位
に
伴
う
利
権
を
確
保
し
よ
う
と

し
た
た
め
で
あ
る
。
宮
僚
は
国
家
の
莫
大
な
財
産
を
管
理
し
、
そ
の

処
分
に
つ
い
て
相
当
大
き
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
官

僚
の
魅
力
は
僅
か
な
俸
禄
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
地
位
に
伴
う
役
得

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
官
有
物
資
の
払
下
げ
、
あ
る
い
は
官
用
物
資

の
購
入
に
際
し
て
は
、
官
僚
が
賄
賂
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
は
公
然
の
秘

密
で
あ
っ
た
。
ま
た
官
僚
が
商
業
に
投
資
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
官
僚
は
商
人
と
結
託
し
、
親
戚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

家
人
な
ど
の
名
義
で
商
業
を
営
み
、
多
大
の
利
潤
を
儲
け
て
い
た
。

こ
の
利
潤
を
も
っ
て
豪
奢
な
文
化
生
活
を
享
受
し
た
。
中
圏
近
世
の

窟
僚
ほ
ど
贅
沢
な
生
活
を
し
た
者
は
、
他
に
類
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

公
使
擁
は
官
僚
の
こ
う
し
た
私
利
追
求
の
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
公
使
庫
の
酒
や
銭
物
は
主
と
し
て
官
僚
の
私
的
な
交
際
の

た
め
濫
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
独
裁
政
治
発
達
の
結
果
と
し
て
起
っ
た
第
二
の
大
き
な
変
化
は
財

政
の
中
央
集
権
で
あ
っ
た
。
独
裁
君
主
は
多
数
の
軍
隊
と
官
僚
と
を

擁
し
た
関
係
上
、
こ
れ
ま
で
地
方
州
県
に
あ
っ
た
税
物
を
中
央
に
引

揚
げ
た
。
公
使
庫
の
財
源
も
ま
た
そ
の
累
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
地
方
州
県
で
は
地
方
政
治
の
運
営
に
支
障
を
来

し
、
人
民
へ
の
負
担
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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王
難
石
の
新
法
改
革
の
目
的
の
一
つ
は
、
独
裁
政
治
の
弊
害
が
地

方
政
治
に
及
ん
だ
の
を
是
正
す
る
に
あ
っ
た
。
公
使
庫
制
度
を
確
立

し
、
そ
の
財
源
を
増
額
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
公
使
庫
も
他
の
新
法
と
同
じ
く
、
新
旧
両
党
の
党
争
の
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
り
、
そ
の
禍
中
に
ま
き
こ
ま
れ
て
隆
替
を
繰
り
か
え
し
た
。
南
宋

に
至
る
と
官
僚
の
綱
紀
は
ま
す
ま
す
棄
乱
し
、
公
使
庫
の
出
物
が
濫

費
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
官
僚
に
よ
っ
て
盗
取
さ
れ
る
と
い
う
有

様
で
、
地
方
政
治
運
営
の
た
め
の
機
能
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
た
。
地

方
政
治
混
乱
の
原
因
も
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
公
使
庫
の
制
度
は
清
朝
の
養
廉
銀
の
制
度
と
比
較
さ
る
べ
き

も
の
で
、
正
常
に
発
展
す
る
と
、
地
方
政
治
の
運
営
に
大
き
な
役
割

を
果
た
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
惜
し
い
こ
と
に
、
宮
僚
の
私

利
追
求
の
具
に
供
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
中
央
政
府
に
引
揚
げ
ら
れ
る

な
ど
、
正
常
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
上

述
の
如
き
性
格
を
有
す
る
宮
僚
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ

う
。

①
　
拙
稿
「
宋
代
の
公
使
銭
に
つ
い
て
1
地
方
財
政
の
研
究
」

　
七
、
一
・
二
）

②
『
蘇
東
坂
全
集
』
奏
薄
型
巻
一
「
上
皇
帝
書
」

③
同
①
拙
稿
第
四
章
「
公
使
銭
の
使
途
」

『
東
洋
学
報
』
四

④
衙
前
は
ま
た
牙
前
と
も
い
う
。
宋
代
、
差
役
の
う
ち
で
も
っ
と
も
斎
い
も
の
は

　
里
正
の
役
、
す
な
わ
ち
租
税
徴
収
の
義
務
で
あ
る
。
里
正
の
役
が
終
る
と
、
義
務

　
の
延
長
と
し
て
、
租
税
の
管
理
あ
る
い
は
中
央
政
府
へ
の
運
送
の
義
務
ま
で
も
負

　
わ
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
こ
れ
を
衙
前
と
い
う
。
里
親
か
ら
衙
前
に
な
る
の
で
里
正

　
寸
前
と
い
う
。
毎
日
衙
門
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
官
僚
や
碍
吏
を
接
待
し
、

　
あ
る
い
は
賄
賂
を
贈
っ
て
無
事
役
目
を
勤
め
さ
せ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
自
分
の
管
理
し
て
い
る
倉
庫
の
物
資
が
損
敗
な
ど
す
る
と
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
ぬ
。
公
使
庫
の
管
理
も
ま
た
衙
前
の
義
務
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
衙
前
は
も
っ
と
も

　
重
難
の
役
と
し
て
人
民
か
ら
恐
れ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
衙
前
の
役
を
無
事
つ
と
め

　
る
と
、
酬
賞
と
し
て
坊
場
を
貸
し
与
え
て
、
そ
の
損
害
を
償
わ
せ
る
方
策
も
と
ら

　
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
破
産
す
る
衙
前
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
　
『
長
編
』
巻
一
三
七
、
慶
暦
二
年
六
月
戊
子
の
条
、
な
お
拙
稿
「
宋
代
の
公
使

　
銭
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
』
四
七
、
｝
、
二
九
頁
）
参
照
。

⑥
同
①
拙
稿
第
二
章
「
公
使
銭
の
財
源
」

⑦
日
野
槻
三
郎
「
五
代
後
唐
の
読
図
銭
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
学
』
八
）

　
　
吉
田
寅
「
宋
代
の
回
易
に
つ
い
て
」
　
（
『
史
湖
』
五
二
）

⑧
横
山
裕
男
「
唐
代
の
捉
銭
戸
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
七
、
二

⑨
　
同
⑥

⑩
同
①
拙
稿
、
第
三
章
「
公
使
銭
と
回
易
」

⑪
同
前
。
な
お
随
軍
庫
か
ら
本
銭
を
借
り
た
こ
と
は
、
『
河
南
先
生
文
集
』
巻
二

　
一
「
論
雪
部
書
秋
青
回
易
公
使
銭
状
」
に
次
の
如
く
見
ゆ
。

　
　
　
劉
懐
信
是
勾
当
公
使
廊
使
臣
。
為
予
随
軍
庫
借
過
上
件
銀
。
回
易
利
息
。

　
　
　
以
充
公
用
。

⑫
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
一
七
、
政
和
七
年
三
月
二
十
二
日
条
、

　
　
　
将
本
路
撫
養
庫
門
鑑
本
篇
。
往
諸
処
回
易
。
其
夙
買
物
貨
。
許
依
浬
原
体

　
　
　
例
。
特
免
沿
路
往
復
商
税
。
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⑬
　
公
使
銭
は
宋
代
、
公
用
銭
、
公
費
銭
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
略
し
て
公
使
、
公
用
、

　
公
費
、
公
銭
と
も
称
せ
ら
れ
た
。

⑭
同
③

⑮
同
①
拙
稿
第
八
章
「
公
使
庫
の
鎚
竣
」

⑯
牢
城
と
は
廟
軍
指
揮
の
名
。
重
罪
犯
人
を
配
流
し
て
そ
の
兵
に
充
て
た
。
軽
罪

　
犯
人
を
配
流
し
た
も
の
は
壮
城
も
し
く
は
ホ
城
と
称
せ
ら
れ
た
。
南
朱
時
代
、
人

　
員
が
足
ら
繍
時
に
は
、
一
毅
か
ら
も
募
集
し
て
兵
と
し
た
。
、

⑰
『
宋
史
』
巻
一
七
一
「
職
官
志
」

⑱
拙
稿
「
宋
朝
集
権
官
僚
制
の
成
立
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
九
、
爽
ア
ジ

　
ア
世
界
の
展
開
一
）

⑲
内
藤
虎
次
郎
「
近
代
支
那
の
文
化
生
活
」
（
『
東
洋
文
化
史
研
究
』
・
『
内
藤
湖

　
南
全
集
』
第
八
巻
所
収
）

⑳
宮
晦
市
定
『
東
洋
的
近
世
』
三
「
中
国
近
枇
の
政
治
」

⑳
岡
⑱

⑳
　
同
①
拙
稿
第
八
章
「
公
使
銭
の
増
減
と
党
争
」

　
（
本
稿
は
米
国
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
交
付
の
研
究
費
に
よ
夢
、
関
聯
世
教
将
一
と
共
同

　
研
究
し
た
研
究
「
宋
代
の
商
業
」
作
成
中
の
一
成
果
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
教
授
）
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About　the Kung“Shih・K’u公使庫in　the

　　　　　　　a　study　of　local　finance

Sung宋Dynasty

by

Tomi　Saeki

　　The　secret　service　fund　for　the　local　o銀clals　in　the　Sung宋dynasty

was　called　Kung－Shih一　Ts’ien公使銭，　which　was　stored　up　in　the　store－

house，κ％㎎一Shih－K’u公使庫．

　　KMng－Shih－Ts’ien　was　spent　for　repairing　the　city－gate　and　operating

the　local　government，　but　its　main　pruposes　consisted　in　reception　of

foreign　envoys　or　officials　passing－through　and　in　entertainment　of　the

army．　When　the　finance　of　the　central　government　was　badly　off，

Kung－Shih－Ts’ien　was　traBsfered　to　the　central　gov　enment，　or　was　divert－

ed　to　the　privated　bribes　of　local　offlcials　to　their　superior　officials　or

to　the　cost　of　banquest，　different　from　its　original　aim．　As　especially

inκ％㎎一Shih－K’M　brewing　was　authorized，　this　made　the　o伍cials’banqu－

est　easy　and　this　wine　was　presented　to　their　superior　officials，　which

generally　’ モ≠浮唐?ｄ　the　corruption　of　the　oficial　world．　Rice　for　brewing，

however，　was　assigned　by　force　to　the　people　for　nothing　and　its　wlne

was　forced　to　sell，　giving　a　great　blow　to　the　governmental　g’ncome　of

wine　monopoly．　．　　This　article　persues　the　character　of　modern　Chinese　ofilcials　through

the　research　of　Kung－Shih－K’u．

A　Historicol－Geographical　Approach　of　Ports

　　in　the　Setouchi瀬戸内in　Ancient　Japan

by

Minoru　Senda

　　The　object　of　this　article　is　to　presume　the　site　of　ports　in　the

Setouchi瀬戸内in　ancient　Japan，　especially　in　the　era　of．Ritsuftyo律令．

Naniwa－tsu灘盒波津：and　Naniwa－mitsu難波三津，　the　rnost　important　ports

of　the　state，　are　thought　to　be　situated　in　Mitsude・ra－cho，　Minami－ku，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　137　）


